
滝 川 市 民 憲 章

わたしたちは、母なる石狩川と空知川の寄り

あう自然に恵まれた誇りある滝川の市民です。

わたしたちは、風雪のきびしさに耐えて生き

ぬいた開拓者の精神をしっかりと受けつぎ、た

くましい、知性ゆたかな市民として明るい生き

生きとした滝川市の発展につとめます。

からだをきたえ、しごとにはげみ、明るい

家庭をつくります。

きまりを守り、力をあわせて、住みよい社

会をつくります。

教育をたいせつにし、文化をひろめ、豊か

な郷土をつくります。

緑を育て、環境をよくし、美しいまちをつ

くります。

未来に目をひらき、産業をおこし、新しい

都市をつくります。

昭和４５年９月１２日制定



町
内
会
活
動
の
手
引
き

は じ め に

社会環境の変化に伴い私たちのライフスタイルや価値観は多様化し、

人と人とのつながりも多様化し、希薄化しています。しかし、地域を

基盤とした人と人のつながりは、より良い地域づくりの大きな柱とな

っています。また、自分たちの地域をより良いものにしていくには、

そこに住む人たちが地域のこれからを考え、集い、話し合い、協力し

合うことが必要です。

私たちが住みよいまちをつくっていくには、市民と行政がそれぞれ

の役割を果たし、時には市民と行政が知恵を出しあい、協力しあい、

進めていくことで、より良いまちづくりができるはずです。

また、大きな災害があったときや、地域の防犯対策、子どもや高齢

者の見守りなどにおいては、町内会のある地域とない地域、町内会に

加入・未加入など、近所の結びつきの違いによって、地域の助け合い、

支え合いに大きな差がでるなど、地域を基盤とした人と人とのつなが

りの大切さが改めて認識されています。今後、多くのみなさんの参加

による活発な町内会活動を進め、より良い地域づくりを推進していき

ましょう。
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町内会活動の手引き

住みよい地域づくりは みんなの力で

Ⅰ コミュニティづくり １

１ コミュニティってなあに？

２ コミュニティの必要性って？

３ 地域のコミュニティづくり

４ 地域コミュニティづくりはあいさつから

５ ＮＰＯ、ボランティア、町内会が協働のまちづくりへ

６ 町内会っていつからあるの？

７ なぜ町内会が必要なの？

Ⅱ 町内会組織と活動 ７

１ 町内会の活動を知っていますか？

２ 町内会にどんな役員がいるの？

３ 役員はどんな仕事をするの？

４ 町内会に入って活動してみよう

Ⅲ 町内会の運営方法 １５

１ 町内会の運営に必要なもの

２ 規約をつくろう

３ 役員を決めよう

４ 事業計画・予算を決めよう

５ １年間のスケジュールを決めよう

６ 総会を開こう
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７ 適正な会計処理をしよう

８ みんなに知らせよう

９ 町内会の点検をしてみよう

１０ 気をつけよう個人情報

１１ 地縁団体

Ⅳ 町内会活動に係わりのある窓口 ２９

１ 総務部

２ 市民生活部

３ 保健福祉部

４ 建設部

５ 教育委員会

６ 社会福祉協議会

Ⅴ 町連協の役割 ３３

１ 目的

２ 活動

Ⅵ 様式等 ３５


